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「
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保

育
給
付
費
負
担
金
」は
、
市
内
の

子
ど
も
が
通
う
認
可
保
育
施
設
に

対
し
て
支
払
う
施
設
運
営
費
で
あ

り
、
国
か
ら
２
分
の
１
、
県
か
ら

４
分
の
１
の
割
合
で
交
付
金
が
交

付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

会
計
検
査
院
か
ら
指
摘
を
受
け

た
件
に
つ
い
て
、
各
保
育
施
設
へ

の
支
払
い
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
国
・
県
へ
交
付
申
請

を
す
る
際
に
、
対
象
金
額
の
集
計

過
程
に
誤
り
が
あ
り
、
過
大
な
金

額
で
報
告
を
し
た
こ
と
で
、
国
・

県
か
ら
過
大
な
交
付
を
受
け
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
部
新
聞
報
道
の
中
で「
市
が

負
担
し
返
還
す
る
」と
の
記
載
が

あ
り
ま
し
た
が
、
国
・
県
か
ら
過

大
に
交
付
さ
れ
た
金
額
を
返
還
す

る
も
の
で
あ
り
、
市
が
負
担
し
返

還
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
無
い

よ
う
、内
部
管
理
体
制
を
強
化
し
、

再
発
防
止
に
努
め
ま
す
。

問
保
育
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
７
６
９

教
育
・
保
育
給
付
費
に
お
け
る

会
計
検
査
院
の
指
摘
に
つ
い
て

本

子
育
て

各月初日において保育を受ける
子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額月額
（ひとり親世帯・在宅障がい者のいる世帯）

階層
区分 世帯区分 ３歳未満の子ども

（標準時間）
３歳未満の子ども
（短時間）

第１ 生活保護世帯等 ０円 ０円

第２ 市民税非課税世帯（無償化対象） ０円 ０円

第３ 市民税所得割課税額が48,600円未満の世帯 12,000円　
（3,000円）

10,000円　
（2,500円）

第４

市民税所得割課税額が48,600円以上
77,101円未満の世帯

20,000円　
（5,000円）

18,000円　
（4,500円）

市民税所得割課税額が77,101円以上
97,000円未満の世帯 20,000円 18,000円

第５ 市民税所得割課税額が97,000円以上
169,000円未満の世帯 28,000円 26,000円

第６ 市民税所得割課税額が169,000円以上
301,000円未満の世帯 38,000円 36,000円

第７ 市民税所得割課税額が301,000円以上
397,000円未満の世帯 48,000円 46,000円

第８ 市民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 58,000円 56,000円

問保育課　　３階　　（２３）８７６９本
令和３年度利用者負担額（保育料）改訂と
副食費補助制度終了のお知らせ

【利用者負担額（保育料）】
　令和３年度からの利用者負担額（保育料）が、下表のとおり変わります。階層区分を15階層から国の基準
と同じ８階層へ変更し、額の見直しを行いました。認定こども園、保育園、小規模保育施設を利用する子の
属する世帯の方は、利用者負担額が変更となります。詳細は、４月末に発送予定の「利用者負担決定通知書」
をご確認ください。
【副食費補助制度】
　市独自の補助制度である副食費補助（令和２年度は 2,000円）は本年度で終了となります。令和３年度も引
き続き給食費の負担のある世帯の方は額が変更となる可能性がありますので金額をご確認ください。

※財源確保のため、有料公告を掲載していま

市 か ら の お 知 ら せ
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●
申
請
期
限
…
妊
娠
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
１
治
療
期
間
終
了
日

か
ら
６
か
月
以
内

問
申
子
ど
も
幸
福
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
６
３
４

●
対
象
…
次
の
す
べ
て
に
該
当
さ

れ
る
方

①
治
療
開
始
時
点
で
法
律
上
夫
婦

で
あ
る

②
本
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る（
転

入
日
前
の
治
療
分
は
対
象
外
）

③
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

④
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど

の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

⑤
不
育
症
で
あ
る
と
医
師
か
ら
診

断
さ
れ
て
い
る

●
助
成
内
容
…
１
治
療
期
間
の
治

療
費（
保
険
診
療
外
の
治
療
に

限
る
）合
計
額
の
２
分
の
１
と

し
、
上
限
30
万
円

●
必
要
書
類

①
大
田
原
市
不
育
治
療
費
助
成
金

交
付
申
請
書

②
大
田
原
市
不
育
治
療
受
診
等
証

明
書

③
大
田
原
市
不
育
治
療
費
助
成
金

請
求
書

④
治
療
に
係
る
領
収
書
お
よ
び
明

●
対
象
…
次
の
す
べ
て
に
該
当
さ

れ
る
方

①
治
療
開
始
時
点
で
法
律
上
夫
婦

で
あ
る

②
申
請
者
が
申
請
日
よ
り
１
年
以

上
前
か
ら
本
市
に
住
所
を
有
し

て
い
る

③
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い

④
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な
ど

の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

⑤
治
療
開
始
日（
１
治
療
期
間
ご

と
）に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
43

歳
未
満
で
あ
る

⑥
申
請
日
の
属
す
る
前
年
度

（
１
月
～
５
月
申
請
は
前
々
年

度
）の
夫
婦
の
合
計
所
得
額
が

７
３
０
万
円
未
満
で
あ
る

⑦
申
請
日
か
ら
２
年
以
上
本
市
に

居
住
す
る
こ
と
を
確
約
で
き
る

●
助
成
内
容

【
人
工
授
精
】１
回
の
治
療
に
つ
き

２
万
円
を
限
度
に
、
通
算
５
回

ま
で

【
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
】１
回
の

治
療
に
つ
き
10
万
円
を
限
度
と

し
、
１
年
度
に
２
回（
初
年
度

の
み
３
回
）ま
で
、
通
算
５
年

間
で
10
回
ま
で

※「
栃
木
県
不
妊
に
悩
む
方
へ
の

特
定
治
療
支
援
事
業
」に
よ
り

助
成
を
受
け
た
場
合
、
治
療
費

か
ら
助
成
金
額
を
控
除
し
た
金

額
を
基
に
算
出
し
ま
す
。

※「
栃
木
県
不
妊
に
悩
む
方
へ
の

特
定
治
療
支
援
事
業
」と「
大
田

原
市
不
妊
治
療
費
補
助
金
」の

両
方
を
申
請
さ
れ
る
場
合
、
先

に
県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
必
要
書
類（
１
月
か
ら
記
入
内
容

と
提
出
書
類
の
追
加
が
あ
り
ま

す
）…
次
の
書
類
が
１
回
の
治
療

ご
と
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
大
田
原
市
不
妊
治
療
費
補
助
金

交
付
申
請
書（
県
か
ら
助
成
を
受

け
て
い
な
い
場
合
は
、
申
請
書
内

の
医
療
機
関
証
明
が
必
要
で
す
。）

②
大
田
原
市
不
妊
治
療
費
補
助
金

請
求
書

③
治
療
に
係
る
領
収
書（
保
険
診

療
外
の
治
療
に
限
る
）

④「
栃
木
県
不
妊
に
悩
む
方
へ
の

特
定
治
療
支
援
事
業
受
診
等
証

明
書
」の
写
し

⑤「
栃
木
県
不
妊
に
悩
む
方
へ
の

特
定
治
療
支
援
事
業
助
成
決
定

通
知
書
」の
写
し

※
①
③
に
つ
い
て
は
、
下
記
窓
口

お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配

布
中

※
④
⑤
は
県
か
ら
助
成
を
受
け
た

方
の
み

細
書（
保
険
診
療
外
の
治
療
に

限
る
。妊
婦
健
診
は
含
ま
な
い
）

※
①
③
に
つ
い
て
は
、
左
記
窓
口

お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配

布
中

●
申
請
期
限
…
１
治
療
期
間
終
了

日
か
ら
６
か
月
以
内

問
申
子
ど
も
幸
福
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
６
３
４

　

冬
場
か
ら
春
先
に
か
け
て
は
、

年
間
で
最
も
輸
血
用
血
液
が
不
足

し
が
ち
で
す
。新
成
人
の
皆
さ
ま
、

「
は
た
ち
の
記
念
」に
献
血
に
行
き

ま
し
ょ
う
。

●
日
時
…
１
月
１
日
～
２
月
28
日

●
場
所
…
▼
栃
木
県
赤
十
字
血
液

セ
ン
タ
ー
▼
う
つ
の
み
や
大
通

り
献
血
ル
ー
ム

※
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
内
容
…
期
間
中
に
４
０
０
ｍ
Ｌ

献
血
ま
た
は
成
分
献
血
に
ご
協

力
い
た
だ
い
た
新
成
人
の
方
に

オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念
品
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
。

問
栃
木
県
薬
務
課

　

０
２
８（
６
２
３
）３
１
１
９

　

障
害
者
差
別
解
消
法
は
平
成
28

年
４
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
こ
の
法
律
は
、
障
が
い
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
そ

の
人
ら
し
さ
を
認
め
合
い
な
が

ら
、「
不
当
な
差
別
的
扱
い
」を
禁

止
し
、「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」を

求
め
、
共
に
生
き
る
社
会
を
作
る

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。

●
不
当
な
差
別
的
扱
い
と
は

 

・
障
が
い
を
理
由（
車
い
す
な
ど
）

に
入
店
を
断
ら
れ
る

 

・
ア
パ
ー
ト
を
契
約
で
き
な
い

 

・
学
校
の
受
験
や
、
入
学
を
拒
否

す
る
な
ど

●
合
理
的
配
慮
の
提
供
と
は

 

・
段
差
が
あ
る
と
こ
ろ
で
ス
ロ
ー

プ
な
ど
を
使
っ
て
補
助
す
る

 

・
障
が
い
の
特
性
に
合
わ
せ
て
、

座
席
を
決
め
る

 

・
意
思
を
伝
え
る
た
め
に
、
絵
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
を
使
う

な
ど

問
福
祉
課　
　

３
階

　
（
２
３
）８
９
５
４

不
妊
治
療
費
　
助
成
制
度

不
育
治
療
費
　
助
成
制
度

健
康
・
福
祉

は
た
ち
の
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

本

本

本

障
が
い
の
あ
る
方「
共
生
社
会
」

の
実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う


